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【書類名】明細書
【発明の名称】組成物、及び、組成物の製造方法
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は、少なくとも医薬品、医薬部外品及び、医療機器に関する無機化合物と多糖類
化合物であるアセマンナンとを含む組成物、及び、当該組成物の製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
　【０００２】
　一般に、無機化合物と多糖類化合物とを含む組成物が知られている。この種の組成物、
及び、製造方法は、例えば、特許文献１に開示されている。特許文献１の組成物では、無
機化合物として、カルシウム化合物が用いられ、多糖類化合物として、カルボキシル基を
含む多糖類が用いられている。特許文献１では、この組成物は、カルシウム化合物および
多糖類化合物の複合体となり、錠剤などの医薬品、固形の食品、液体の飲料などに、適用
され得る旨が記載されている。
　【０００３】
　他方、多糖類化合物の１つであるアセマンナンは、主に、アロエ植物等から抽出される
。特許文献２にて示すように、アセマンナンは、生理学的、薬理学的な活性を発現し得、
創傷治癒、創傷保護、粘膜保護、免疫機能等における有用な効果が、期待されている。
　【０００４】

【先行技術文献】
【特許文献】
　【０００５】
　　【特許文献１】特開２００１－２９９２８０号公報
　　【特許文献２】特開２０２５－０６３００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００６】
　上記特許文献１の複合体では、医薬品、食品、飲料などへの実用的な展開が示唆される
ものの、アセマンナン特有の効果は、奏し得ない。特に、アセマンナンは水溶性であり、
患部からの流出が課題となる。この点において、技術的な改善の余地が大きい。
　【０００７】
　発明者は、鋭意研究により、アセマンナン分子自体が持つ官能基と、カルシウム化合物
のようなバイオミネラル表面を相互作用により複合化させることで、アセマンナンの流出
性を防止し、患部への貯留の問題を解決する材料の開発をするに至った。また、本材料に
おいては、バイオミネラルの持つ特性をアセマンナン自体の性質に付与することも期待さ
れる。
　【０００８】
　アセマンナンとバイオミネラル間の結合性や、流動性、分散性を改善させるための結合
材を更に付与することにより、より物性や、機能を改善した材料を提供することが出来る
。
　【０００９】
　上記を鑑み、本発明の目的は、実用的な展開が可能であり、且つ、アセマンナン特有の
効果を奏することができる組成物、及び、当該組成物の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
　【００１０】
　この技術的課題を解決するための本発明の技術的手段は、以下に示す点を特徴とする。
　本発明の組成物は、
　（Ａ）　アロエ植物の多糖類化合物であり、前記多糖類化合物の炭素鎖を構成するマン
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ノース及びグルコースのグリコシド結合に関与していない水酸基の一部又は、全部を、ア
セチル基と置換された分子構造を有するアセマンナンであって、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換された度合いを示すアセチル化度が、３０％～７８
％の範囲に推移し、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換されたのちの分子量が、２１０ｋＤａ～２２０ｋＤ
ａであり、
　下記（１）式および下記（２）式のいずれかにて示される構造式を含むアセマンナンと
、
　　【化１】

　　【化２】

　（Ｂ）　炭酸カルシウム、酸化亜鉛、アルミノシリカ塩、シリカ、リン酸カルシウムの
中から選択される１つ又は２つ以上の無機化合物と、
　を含む。
　【００１１】
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　本発明の組成物において、
　任意の割合で前記（Ａ）アセマンナン及び、前記（Ｂ）無機化合物が混合され、本発明
の組成物は、前記割合に応じて、液体、ペースト、固体のいずれかとなる。
　【００１２】
　本発明の組成物は、
　（Ｃ）　前記（Ａ）アセマンナンおよび前記（Ｂ）無機化合物と、共に混合された場合
に、結合剤、又は、乳化剤として機能する第１添加剤
　を更に含む。
　【００１３】
　本発明の組成物において、
　前記（Ｃ）第１添加剤は、
　ショ糖脂肪酸エステル、レシチン、塩化セチルピリジニウム、フィチン酸のいずれか１
つであることを特徴とする。
　【００１４】
　本発明の組成物は、
　（Ｄ）　口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤
　を更に含む。
　【００１５】
　本発明の組成物において、
　前記（Ｄ）口腔抗菌剤は、
　塩化ベンゼトニウム、デカリニウム塩化物のいずれか１つであることを特徴とする。
　【００１６】
　本発明の組成物において、
　前記（Ｄ）口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤は、
　トリアムシノロンアセトニド、ロキソプロフェン、イブプロフェン、アズレンスルホン
酸ナトリウム、デキサメタゾン、銅クロロフィリンナトリウムのいずれか１つであること
を特徴とする。
　【００１７】
　本発明の組成物は、
　（Ｅ）　第２添加剤として、甘味料、着色料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤、酸化
防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤、苦味料、酵素、香料、酸味料、調味料、ｐＨ調整剤
、栄養強化剤、及び、賦形剤の中から選択される１つ又は２つ以上の化合物
　を更に含む。
　【００１８】
　本発明の組成物の製造方法は、
　液体状を呈する組成物の製造方法である。
　【００１９】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とすることを特徴とする。
　【００２０】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させることを特徴とする。
　【００２１】
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　本発明の組成物の製造方法は、
　ペースト状を呈する組成物の製造方法である。
　【００２２】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンとを含有するように溶液を
調製し、
　調製された溶液を均一化してペースト試料とすることを特徴とする。
　【００２３】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とし、
　前記コロイド溶液から液相を除去することによりペースト試料を得ることを特徴とする
。
　【００２４】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させてペースト試料を得ることを特徴とする。
　【００２５】
　本発明の組成物の製造方法は、
　固体状を呈する組成物の製造方法である。
　【００２６】
　本発明の組成物の製造方法において、
　予め調製した粉末或いは、顆粒状の前記（Ｂ）無機化合物を、前記（Ａ）アセマンナン
を含有する溶液と練和して得た混合泥を型に填入し、
　填入された混合泥を養生することによりブロック体を得ることを特徴とする
組成物の製造方法。
　【００２７】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ｂ）無機化合物の前駆体を、前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液と練和して
得た混合泥を型に填入し、
　填入された混合泥において硬化反応を惹起させることによりブロック体を得ることを特
徴とする。
【発明の効果】
　【００２８】
　本発明の組成物によれば、実用的な展開が可能であり、且つ、アセマンナン特有の効果
を奏することができる。本発明の組成物の製造方法によれば、実用的な展開が可能であり
、且つ、アセマンナン特有の効果を奏することができる組成物を、製造できる。
【図面の簡単な説明】
　【００２９】
　　【図１】本発明の実施形態に係る組成物が含むアセマンナンの由来となるアロエ植物
　　のゲル状物質の一例を示す図である。
　　【図２】実施例１におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからなるコ
　　ロイド溶液の写真である。
　　【図３】実施例１におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからなるコ
　　ロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
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　　【図４】実施例２におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－バイオミネラルか
　　らなるコロイド溶液の写真である。
　　【図５】実施例２におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－バイオミネラルか
　　らなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図６】実施例２におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－バイオミネラルか
　　らなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図７】実施例２におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－バイオミネラルか
　　らなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図８】実施例３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ―炭酸カル
　　シウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図９】実施例３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ―炭酸カル
　　シウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図１０】実施例３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ―炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図１１】実施例３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ―炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図１２】実施例４におけるＮａＦ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ
　　―シリカからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図１３】実施例４におけるＮａＦ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ
　　―シリカからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図１４】実施例４におけるＮａＦ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ
　　―シリカからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図１５】実施例４におけるＮａＦ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ
　　―シリカからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図１６】実施例５におけるアズレンスルホン酸Ｎａ―アロエ葉肉抽出物―シュガー
　　エステル－ＣＰＣ―シリカからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図１７】実施例５におけるアズレンスルホン酸Ｎａ―アロエ葉肉抽出物―シュガー
　　エステル－ＣＰＣ―シリカからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図１８】実施例５におけるアズレンスルホン酸Ｎａ―アロエ葉肉抽出物―シュガー
　　エステル－ＣＰＣ―シリカからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図１９】実施例５におけるアズレンスルホン酸Ｎａ―アロエ葉肉抽出物―シュガー
　　エステル－ＣＰＣ―シリカからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図２０】実施例６におけるトリアムシノロンアセトニド―アロエ葉肉抽出物―シュ
　　ガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図２１】実施例６におけるトリアムシノロンアセトニド―アロエ葉肉抽出物―シュ
　　ガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果であ
　　る。
　　【図２２】実施例６におけるトリアムシノロンアセトニド―アロエ葉肉抽出物―シュ
　　ガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果であ
　　る。
　　【図２３】実施例６におけるトリアムシノロンアセトニド―アロエ葉肉抽出物―シュ
　　ガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクト
　　ルである。
　　【図２４】実施例７におけるイブプロフェン―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル
　　－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図２５】実施例７におけるイブプロフェン―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル
　　－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図２６】実施例７におけるイブプロフェン―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル
　　－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図２７】実施例７におけるイブプロフェン―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル
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　　－ＣＰＣ－炭酸カルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図２８】実施例８におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図２９】実施例８におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図３０】実施例８におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図３１】実施例８におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－炭酸カ
　　ルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図３２】実施例９におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－リン酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図３３】実施例９におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－リン酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図３４】実施例９におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－リン酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図３５】実施例９におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－リン酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図３６】実施例１０におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図３７】実施例１０におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図３８】実施例１０におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図３９】実施例１０におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図４０】実施例１１におけるＰＶＰ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－炭酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液の写真である。
　　【図４１】実施例１１におけるＰＶＰ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－炭酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液のｐH測定の結果である。
　　【図４２】実施例１１におけるＰＶＰ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－炭酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液の粘度測定の結果である。
　　【図４３】実施例１１におけるＰＶＰ―アロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－炭酸
　　カルシウムからなるコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図４４】実施例１２におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－炭酸カルシウ
　　ムからなるコロイドペーストの写真である。
　　【図４５】実施例１３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイドペーストの写真である。
　　【図４６】実施例１３におけるアロエ葉肉抽出物―シュガーエステル－ＣＰＣ－シリ
　　カからなるコロイドペーストのＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図４７】実施例１４におけるアロエ葉肉抽出物―炭酸カルシウムからなるブロック
　　体の写真である。
　　【図４８】実施例１４におけるアロエ葉肉抽出物―炭酸カルシウムからなるブロック
　　体のＸＲＤパターンである。
　　【図４９】実施例１４におけるアロエ葉肉抽出物―炭酸カルシウムからなるブロック
　　体のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図５０】実施例１４におけるアロエ葉肉抽出物―炭酸カルシウムからなるブロック
　　体のＤＴＳ強度測定の結果である。
　　【図５１】実施例１５におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからな
　　るブロック体の写真である。
　　【図５２】実施例１５におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからな
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　　るブロック体のＸＲＤパターンである。
　　【図５３】実施例１５におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからな
　　るブロック体のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図５４】実施例１５におけるアロエ葉肉抽出物―レシチン―炭酸カルシウムからな
　　るブロック体のＤＴＳ強度測定の結果である。
　　【図５５】実施例１６におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック体の写真である。
　　【図５６】実施例１６におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック体のＸＲＤパターンである。
　　【図５７】実施例１６におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック体のＦＴ－ＩＲスペクトルである。
　　【図５８】実施例１６におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック体のＤＴＳ強度測定の結果である。
　　【図５９】実施例１７におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック多孔体の写真である。
　　【図６０】実施例１７におけるアロエ葉肉抽出物―シリカ担持リン酸八カルシウムか
　　らなるブロック多孔体のＤＴＳ強度測定の結果である。
【発明を実施するための形態】
　【００３０】
　以下、本発明の実施形態（以下、「本実施形態」と称呼する）を、図面に基づいて説明
する。
　【００３１】
　本実施形態の組成物は、少なくとも、（Ａ）アセマンナン、及び、（Ｂ）無機化合物を
含む。本実施形態の組成物においては、（Ａ）アセマンナンおよび（Ｂ）無機化合物の量
に対する、（Ｂ）無機化合物の量の割合Ｒが規定される。当該割合Ｒは、重量（質量）比
率、モル比率、濃度等、何れであってもよい。当該割合Ｒに応じて、本実施形態の組成物
は、液体状、ペースト状、及び、固体状の何れかの状態を呈する。即ち、本実施形態の組
成物は、上記割合Ｒを調整することで、組成物の状態を制御できるものである。
　【００３２】
　上記割合Ｒが第１割合Ｒ１である場合に、本実施形態の組成物は液体状を呈する。当該
組成物が液体状を呈する場合、当該組成物はコロイドであってもよい。上記割合Ｒが第２
割合Ｒ２である場合に、本実施形態の組成物はペースト状を呈する。上記割合Ｒが第３割
合Ｒ３である場合に、本実施形態の組成物は固体状を呈する。当該組成物が固体状を呈す
る場合、当該組成物が粉末状、顆粒状、多孔質状、ブロック状の何れかであってもよい。
例えば、組成物の各種状態に対応して、割合Ｒの範囲が、以下のように形成されてもよい
。
・・組成物が液体状を呈する割合Ｒの範囲　　：ＲＬ１＜割合Ｒ＜ＲＨ１
・・組成物がペースト状を呈する割合Ｒの範囲：ＲＬ２＜割合Ｒ＜ＲＨ２
・・組成物が固体状を呈する割合Ｒの範囲　　：ＲＬ３＜割合Ｒ＜ＲＨ３
　【００３３】
　ここにおいて、例えば、割合Ｒがパーセント濃度である場合、割合Ｒの下限値であるＲ
Ｌ１，ＲＬ２，ＲＬ３、及び、割合Ｒの上限値であるＲＨ１，ＲＨ２，ＲＨ３は、以下の
関係を有していてもよい。この場合、第１割合Ｒ１は、範囲：ＲＬ１＜割合Ｒ＜ＲＨ１に
推移する。第２割合Ｒ２は、範囲：ＲＬ２＜割合Ｒ＜ＲＨ２に推移する。第３割合Ｒ３は
、範囲：ＲＬ３＜割合Ｒ＜ＲＨ３に推移する。このため、第１割合Ｒ１、第２割合Ｒ２、
第３割合Ｒ３は、以下の関係を有する。
・・　０％＜ＲＬ１
・・ＲＨ１＜ＲＬ２，ＲＨ２＜ＲＬ３
・・ＲＨ３＜１００％
・・第１割合Ｒ１＜第２割合Ｒ２＜第３割合Ｒ３
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　【００３４】
［（Ａ）アセマンナン］
　本実施形態の組成物に含まれるアセマンナンは、アロエ植物の多糖類化合物である。上
記アセマンナンは、その炭素鎖を構成するマンノース及びグルコースのグリコシド結合に
関与していない水酸基の一部又は、全部を、アセチル基と置換された分子構造を有する。
　【００３５】
　図１に示すように、本実施形態の組成物に含まれるアセマンナンは、アロエ植物を由来
とする多糖類化合物である。当該アセマンナンは、例えば、アロエ植物の葉肉から得られ
るゲル状物質から得られる。アロエ植物は、例えば、Ａｌｏｅ　Ｖｅｒａ（アロエ・ベラ
）、Ａｌｏｅ　ａｒｂｏｒｅｓｃｅｎｓ（アロエ・アルボレセンス（キダチアロエ））、
Ａｌｏｅ　Ｂａｒｂａｄｅｎｓｅ（アロエ・バルバデンセ）、Ａｌｏｅ　Ｆｅｒｏｘ（ア
ロエ・フェロクス）の何れかであってもよい。
　【００３６】
　アロエ植物ＡＶが、Ａｌｏｅ　Ｖｅｒａ（アロエ・ベラ）であるとする。アロエ植物Ａ
Ｖは、表皮ＯＲ・内皮ＩＲと、葉肉から得られるゲル状物質ＡＧとを備える。ゲル状物質
ＡＧは、表皮ＯＲ・内皮ＩＲに覆われている。アロエ植物ＡＶから表皮ＯＲ・内皮ＩＲを
取り除き、残りのゲル状物質ＡＧから、上記アセマンナンが生成される。
　【００３７】
　上記アセマンナンは、例えば、ゲル状物質ＡＧから抽出されてもよい。抽出方法は限定
されないが、例えば、超臨界流体による抽出や、台湾特許１０１３０７４８号公報に記載
の抽出が、用いられてもよい。また、上記アセマンナンは、例えば、特開２０２５－０６
３００７号に記載の内容にて調製されたものが、用いられてもよい。ゲル状物質ＡＧを由
来とする上記アセマンナンの純度は、例えば、８０％以上であると好適である。例えば、
ゲル状物質ＡＧから上記アセマンナンを得る場合、精製により不純物を低減できる。精製
の度合いに応じて、純度が調整される。多糖類の純度の範囲は、例えば、８０％～８５％
、８５％～９０％、９０％～９５％、又は、９５％～１００％の何れかでもよい。
　【００３８】
　上記アセマンナンは、水酸基（－ＯＨ）がアセチル基（－ＣＯＣＨ３）と置換された分
子構造を有する多糖類化合物である。上記アセマンナンにおいて、アセチル化度は、３０
％～７８％の範囲に推移してもよい。当該アセチル化度は、例えば、３０％以上であり且
つ４０％以下、又は、６０％以上であり且つ７８％以下であってもよい。ここにおいて、
上記アセチル化度は、水酸基（－ＯＨ）がアセチル基（－ＣＯＣＨ３）と置換された度合
いを示す。より具体的には、上記アセチル化度は、多糖類化合物における全ての水酸基（
－ＯＨ）の数に対して、水酸基（－ＯＨ）のうちアセチル化された数の割合であってもよ
い。
　【００３９】
　上記アセマンナンにおいて、水酸基（－ＯＨ）は、糖鎖を構成するグルコース骨格、及
び、マンノース骨格のそれぞれに、含まれていてもよい。アセチル基（－ＣＯＣＨ３）は
、糖鎖を構成するマンノース骨格に、含まれていてもよい。糖鎖において、アセチル基（
－ＣＯＣＨ３）の個数は、水酸基（－ＯＨ）の個数よりも少なくてもよい。例えば、１つ
の糖鎖において、マンノース骨格の水酸基（－ＯＨ）のうちの１つ、２つ、又は、３つが
、アセチル基（－ＣＯＣＨ３）と置換され、グルコース骨格の水酸基（－ＯＨ）が維持さ
れることで、アセチル基（－ＣＯＣＨ３）の個数が、水酸基（－ＯＨ）の個数よりも少な
くなっていてもよい。より具体的には、上記アセマンナンは、少なくともβ（１，４）－
マンノースの骨格、及び、β（１，４）－グルコースの骨格を有してもよい。
　【００４０】
　上記アセマンナンは、下記（１）式および下記（２）式のいずれかにて示される構造式
を含む。即ち、上記アセマンナンは、下記（１）式、又は、下記（２）式の化合物が単位
として繰り返し結合された糖鎖を含む。下記式（１）および下記式（２）中のＡｃは、－
ＣＯＣＨ３を示す。下記式（１）および下記式（２）中のｎは、重合度を示す。重合度ｎ
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は、アセマンナンの分子量が、下記の範囲内に推移するよう、調整されてもよい。
　【００４１】
　上記アセマンナンにおいて、水酸基（－ＯＨ）がアセチル基（－ＣＯＣＨ３）と置換さ
れたのちの分子量が、８５３ｋＤａ（キロダルトン）以下である。より具体的には、当該
分子量は、例えば、５ｋＤａ～８３５ｋＤａの範囲に推移してもよい。当該分子量は、水
溶性や、媒質への拡散容易性の観点から小さい方が好ましく、例えば、５ｋＤａ～１００
ｋＤａ、１００ｋＤａ～２００ｋＤａ、２００ｋＤａ～３００ｋＤａ、３００ｋＤａ～４
００ｋＤａ、４００ｋＤａ～５００ｋＤａ、５００ｋＤａ～６００ｋＤａ、６００ｋＤａ
～７００ｋＤａ、又は、７００ｋＤａ～８３５ｋＤａの範囲にあってもよい。なお、分子
量は、２１０ｋＤａ～２２０ｋＤａであると好適である。
　【００４２】
　　【化３】

　　【化４】

　【００４３】
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［（Ｂ）無機化合物］
　本実施形態の組成物に含まれる無機化合物は、例えば、アルカリ土類金属塩、亜鉛塩、
ケイ酸塩、粘土鉱物、アルミニウム塩、希土類塩、鉄塩、アルミノシリカ塩、銅塩、銀塩
、チタン塩、タングステン塩、及び、シリカの中から選択される１つ又は２つ以上の化合
物を含んでもよく、これらに限定されない。
　【００４４】
　上記無機化合物は、特に、炭酸カルシウム、酸化亜鉛、アルミノシリカ塩、シリカ、リ
ン酸カルシウムの中から選択される１つ又は２つ以上の化合物を含むと、好適である。
　【００４５】
［（Ｃ）第１添加剤］
　本実施形態の組成物は、上述した（Ａ）アセマンナン、（Ｂ）無機化合物に加え、更に
、第１添加剤を含んでもよい。当該第１添加剤は、（Ａ）アセマンナンおよび（Ｂ）無機
化合物と、共に混合された場合に、乳化剤又は結合剤として機能する。
　【００４６】
　第１添加剤の添加により、一般に比重が大きいため沈殿してしまう無機化合物の分散性
を改善し、コロイド溶液状にする機能が増大する。
　【００４７】
　第１添加剤の種類は特に限定されないが、一般に食品、食品添加物、医薬品添加物とし
て用いられる化合物が用いられる。すなわち、グリセリン、大豆レシチン、卵黄レシチン
、サポニン、ショ糖脂肪酸エステル、イノシトール、カゼインナトリウム、グリセリン脂
肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステルなどが
あげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００４８】
　第１添加剤の種類は特に限定されないが、一般に食品、食品添加物、医薬品添加物とし
て用いられる化合物が用いられる。すなわち、フィチン酸、イノシトール、塩化セチルピ
リジニウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、デカリニウム塩化物、サポニ
ン、グリシン、卵黄レシチン、大豆レシチン、フォスファチジルコリン、フォスファチジ
ルセリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルエタノールアミン、カルジオリ
ピンジパルミトイル、セファリン、ラウリン酸、ラウリル酸、セタノール、ステアリルア
ミン、ステアリン酸などがあげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用いて
も良い。
　【００４９】
［（Ｄ）口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤］
　本実施形態の組成物は、上述した（Ａ）アセマンナン、（Ｂ）無機化合物に加え、更に
、口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤を含んでもよい
。当該抗菌剤・薬剤が含まれる場合において、本実施形態の組成物への（Ｃ）第１添加剤
の含有は、任意である。
　【００５０】
　口腔抗菌剤の種類は特に限定されないが、例えば、第４級アンモニウムカチオン、ピリ
ジニウム化合物、クロロベンゼン化合物、口臭予防剤として利用されるクロロフィリン化
合物などがあげられる。すなわち、塩化ベンザルコニウム、塩化セチルピリジニウム、塩
化ベンゼトニウム、デカリニウム塩化物、塩化ポリドロニウム、塩化ジデシルジメチルア
ンモニウム、トリクロサン、クロルヘキシジングルコン酸、クロルヘキシジン、ポビドン
ヨード、アルキルジアミノエチルグリシン、オーラミン、ヘキサミジン、マグネシウムク
ロロフィリンナトリウムなどがあげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用
いても良い。
　【００５１】
　口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤の種類は特に限定されないが、例え
ば、ステロイド剤に分類される化合物、非ステロイド剤、消炎剤などに分類される化合物
があげられる。すなわち、ステロイド剤としては、例えば、トリアムシノロン、トリアム
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シノロンアセトニド、ヒドロコルチゾン、コハク酸ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、
メチルプレドニゾロン、コハク酸メチルプレドニゾロン、デキサメタゾン、ベタメタゾン
、アムシノニド、アルクロメタゾン、クロプレドノール、クロベタゾール、クロベタゾン
、ジフルコルトロン。ジフロラゾン、デソニド、フルオロメトロン、フルチカゾン、フル
ニソリド、フルメタゾン、プレドニゾン、ベクロメタゾン、ロテプレドノール、グリチル
リチン酸、グリチルリチン酸ナトリウム、グリチルリチン、グリチルレチン酸、カルベノ
キソロン、3-β-D-(モノグルクロニル)-18-β-グリチルレチン酸などがあげられる。非ス
テロイド剤としては、例えば、イブプロフェン、ロキソプロフェン、アセチルサリチル酸
、エテンザミド、ジフルサニル、メフェナム酸、ジクロフェナク、スリンダク、インドメ
タシン、フェルビナク、エトドラク、トルメチン、フルルビプロフェン、ナプロキセン、
イブプロフェンピコノール、ウフェマナート、ピロキシカム、アンピロキシカム、テノキ
シカム、ドロキシカム、ロルキシカム、メロキシカム、チアラミド、スルピリン、イソプ
ロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、ナブメトン、エトドラク、セレコキシブ、ロ
フェコキシブなどがあげられる。また、消炎剤としては、例えば、アズレンスルホン酸ナ
トリウム、アミノピリン、アルクロメタゾン、ウパダシニチブ、エピリゾール、カプシプ
ラスト、カンナビジオール、ファンプロファゾン、カルボシステイン、ブロムヘキシン、
アンブロキソール、グアイフェネシン、ジヒドロコデイン、銅クロロフィリンナトリウム
などがあげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００５２】
［（Ｅ）第２添加剤］
　本実施形態の組成物は、上述した（Ａ）アセマンナン、（Ｂ）無機化合物に加え、更に
、第２添加剤を含んでもよい。当該第２添加剤が含まれる場合において、本実施形態の組
成物への（Ｃ）第１添加剤の含有、（Ｄ）口腔抗菌剤又は口腔環境改善あるいは食道炎治
療に使用される薬剤の含有は、それぞれ任意である。上記第２添加剤は、例えば、食品添
加物、医薬部外品添加物、医薬品添加物、及び、医薬品有効成分の中から選択される１つ
又は２つ以上の化合物を含んでもよく、これらに限定されない。
　【００５３】
　また、上記第２添加剤は、例えば、抗菌剤、殺菌剤、甘味料、着色料、増粘剤、安定剤
、ゲル化剤、糊剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤、苦味料、酵素、香料、酸味
料、調味料、ｐＨ調整剤、栄養強化剤、及び、賦形剤の中から選択される１つ又は２つ以
上の化合物を含んでもよく、これらに限定されない。
　【００５４】
　上記第２添加剤が甘味料を含む場合、当該甘味料は特に限定されない。通常は、砂糖や
糖アルコール等の、糖質系甘味料、非糖質甘味料に分類される化合物があげられる。すな
わち、糖としては、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、ガラクトース、マンノース、イドース、フ
ルクトース、グルコース、スクロース、ラクトース、トレハロース、マルトース、ラフィ
ノース等の単糖、二糖、多糖に分類される化合物、グリセリン、キシリトール、ソルビト
ール、エリトリトール、マンニトール、マルチトール、イソマルト等の糖アルコール、ス
テビア、グリチルリチン、モグロシドなどの天然甘味料、アスパラテーム、ネオテーム、
アドバンテーム、アセスルファムカリウム、スクラロース、サッカリン、ズルチン、フィ
ロズルチンなどがあげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００５５】
　上記第２添加剤が着色料を含む場合、当該着色料は特に限定されないが、一般的に食用
色素として、食品添加物として認可されている化合物が用いられる。すなわち、アカネ色
素、ウコン色素、クチナシ色素、クルクミン色素、ベニバナ色素、フラボノイド色素、コ
チニール色素、カラメル色素のような天然着色料、銅クロロフィルのような、天然化合部
誘導体、タール色素のような合成着色料があげられる。これらは、単体でも良いし、複数
を混ぜて用いても良い。
　【００５６】
　上記第２添加剤が増粘剤を含む場合、当該増粘剤は特に限定されないが、一般的に食品
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、食品抽出物、食品添加物扱いなどの口腔内に使用可能な増粘剤が用いられる。通常は、
天然高分子、合成高分子があげられる。天然高分子としては、ゼラチン、ヒアルロン酸、
コンドロイチン硫酸塩などのタンパク質、でんぷん、アミロース、アミロペクチン、グリ
コーゲン、セルロース、カードラン、ゲランガム、アガロース、ヘパリン、アルギン酸ナ
トリウム、アルギン酸アンモニウム、カラギーナン、キシログルカン、グルコマンナン、
キシラン、ペクチン、プルラン、ポリグルタミン酸、グアーガム、キサンタンガム、タマ
リンドガムなどの多糖類があげられる。合成高分子としては、カルボキシメチルセルロー
ス、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリアク
リル酸ナトリウム、コーンスターチなどがあげられる。これらは単体でも良いし、複数を
混ぜて用いても良い。
　【００５７】
　上記第２添加剤が安定剤を含む場合当該安定剤は特に限定されないが、一般的に食品添
加物として用いられる化合物が用いられる。すなわち、安息香酸ナトリウム、安息香酸、
安息香酸カリウム、酒石酸、酒石酸ナトリウム、酒石酸カリウム、酒石酸カルシウム、エ
チレンジアミン四酢酸、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸ナトリウム、ソル
ビン酸カルシウム、へプチルパラペン、チモール、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸、
パラオキシ安息香酸エステル、ビフェニル、ピロクトンオラミン、へプチルパラペン、没
食子酸エチルなどがあげられる。これらは単体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００５８】
　上記第２添加剤が酸化防止剤を含む場合当該安定剤は特に限定されないが、一般的に食
品、食品添加物として用いられる化合物が用いられる。すなわち、アスコルビン酸、トコ
フェロール、ジブチルヒドロキシトルエン）、BHA（ブチルヒドロキシアニソール）、エ
リソルビン酸ナトリウム、没食子酸プロピル、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、ピロ
亜硫酸カリウム、二酸化硫黄、コーヒー豆抽出物（クロロゲン酸）、緑茶抽出物（カテキ
ン）、ヒノキ抽出物、ローズマリー抽出物などが挙げられる。
　【００５９】
　上記第２添加剤が香料を含む場合、当該香料は特に限定されないが、一般的に食品、食
品抽出物、食品添加物扱いなどの口腔内に使用可能な香料が用いられる。すなわち、植物
より抽出された精油、天然樹脂、香木由来の化合物、動物由来の化合物、合成香料に分類
される化合物があげられる。植物由来の香料としては、安息香、オレンジ油、松根油、テ
レピン油、バラ油、ネロリ抽出油、没薬、アニス精油、イトスギ精油、イランイラン精油
、カボス精油、カモミール精油、カルダモン精油、カレープラント精油、キンモクセイ精
油、ギンバイカ精油、クミン精油、丁子精油、シソ精油、ゲッケイジュ精油、ゲットウ精
油、コリアンダー精油、シナモン精油、ショウブ精油、ジャスミン精油、ハッカ精油、シ
ョウガ精油、スギ精油、セイヨウオトギリ精油、セージ精油、セロリ精油、ビターオレン
ジ精油、タイム精油、タラゴン精油、スターアニス精油、ナツメグ精油、ニオイスミレ精
油、スミレ精油、バラ精油、バニラ精油、ヒソップ精油、ハス精油、ビャクダン精油、フ
ェンネル精油、ベルガモット精油、ペパーミント精油、マジョラム精油、マツ精油、ユー
カリ精油、マンダリンオレンジ精油、モミ精油、ライム精油、ユズ精油、ラベンダー精油
、ライム精油、レモン精油、レモングラス精油、ローズマリー精油などがあげられる。動
物由来の香料としては、麝香、シベット、龍涎香、ブイヨンスープ香などがあげられる。
合成香料としては、1,2-ジメトキシベンゼン、1,4-ジメトキシベンゼン、2-デセナール、
2-オクタノン、2-メチルフラン、3-メチル-1-ペンタノール、Cis-3-ヘキセナール、Trans
-2-ヘキセナール、2-アセチル-5-メチルフラン、アセトアルデヒド、5-アセトキシメチル
フルフラール、安息香酸エチル、安息香酸ベンジル、安息香酸メチル、アントラニル酸メ
チル、アンブレイン、アンブレットリド、アンブロキシド、イオノン、イソバレルアルデ
ヒド、ウンデカナール、エストラゴール、エチルバニリン、エチルマルトール、エチレン
ブラシレート、3-オクタノン、1-オクテン-3-オール、1-オクテン-3-オン、カプロン酸ア
リル、カルボン、カレン、カンフェン、Γ-ウンデカラクトン、Γ-ノナラクトン、ギ酸ベ
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ンジル、吉草酸エチル、吉草酸メチル、クマリン、クマル、クミンアルデヒド、クリプト
ン、クロトン酸エチル、ケイ皮酸ベンジル、ゲラニオール、酢酸アミル、酢酸イソプロピ
ル、酢酸オクチル、酢酸ゲラニル、酢酸ドデシル、酢酸ブチル、酢酸フルフリル、酢酸プ
ロピル、酢酸ヘプチル、酢酸ベンジル、酢酸ボルニル、酢酸ミルセニル、酢酸リナリル、
サッサフラス、サンタロール、サンダロール、ジアセチル、シクロテン、シクロドデカノ
ン、シクロヘキサデカノリドシクロヘキサデカノン、5-シクロヘキサデセノン、シクロペ
ンタデカノリド、シクロペンタノン、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、シ
ネオール、ジヒドロアクチニジオリド、ジヒドロカルベオール、ジヒドロミルセノール、
シベトン、ジベンジルエーテル、3,4-ジメチル-1,2-シクロペンタンジオン、3,5-ジメチ
ル-1,2-シクロペンタンジオン、Γ-ジャスモラクトン、シンナミルアルコール、スカトー
ル、スクラレオール、ソラノン、ダマスコン、ダマセノン、チオテルピネオール、チモー
ル、デカナール、デカン酸ブチル、デシルビニルエーテル、テトラデカナール、5,6,7,8-
テトラヒドロキノキサリン、テルピネオール、ドデカナール、トナリド、トリデカナール
、P-トルアルデヒド、Β-ナフトールメチルエーテル、乳酸エチル、乳酸ブチル、ネクタ
リル、ノナナール、バニリルアルコール、バニリン、バルサム、ビサボロール、ヒドロキ
シシトロネラール、3-ヒドロキシ-2-ブタノン、ヒドロキシメチルペンチルシクロヘキセ
ンカルボキシアルデヒド、ヒノキチオール、ピルビン酸エチル、ファルネソール、ファン
トリド、3-フェニル-1-プロパノール、フェニルアセトアルデヒド、フェネチルアルコー
ル、フェランドレン、フラクトン、フラネオール、プレノール、プロピオン酸エチル、Β
-ブロモスチレン、1-ヘキサノール、3-ヘキサノール、ヘキサメチルインダノピラン、2,3
-ヘキサンジオン、3,4-ヘキサンジオン、ヘキシルシンナムアルデヒド、2-ヘプタノン、
ヘプタン酸エチル、ヘリオトロピン、ヘリオナール、ペリルアルデヒド、ベンジルアセト
ン、マロン酸ジエチル、ミルセノール、ミルセン、ムスクケトン、ムスコン、メチルヘプ
テノン、メントン、メントール、酪酸アミル、酪酸アリル、酪酸イソアミル、酪酸エチル
、酪酸ブチル、酪酸プロピル、酪酸ヘキシル、酪酸ヘプチル、酪酸メチル、リナロール、
リモネン、ローズオキシド、ロジノールなどがあげられる。これらは、単体でも良いし、
複数を混ぜて用いても良い。
　【００６０】
　上記第２添加剤が調味料を含む場合、当該調味料は特に限定されないが、一般的に食品
、食品抽出物、食品添加物扱いなどの口腔内に使用可能な調味料が用いられる。これらの
調味料の形態は、特に限定されないが、一般的に溶液或いは、コロイドとして均一に懸濁
するものが使われる。
　【００６１】
　上記第２添加剤がｐH調整剤を含む場合、当該ｐH調整剤は特に限定されないが、一般に
食品添加物の水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤或いは、酸味料として認可されている化
合物が求められる。すなわち、水素イオン濃度調整剤又はｐH調整剤としては、アジピン
酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、グルコノデルタラクトン、グルコン酸、グルコン
酸カリウム、グルコン酸ナトリウム、コハク酸、コハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナト
リウム、酢酸ナトリウム、DL－酒石酸、Ｌ－酒石酸、DL－酒石酸水素カリウム、Ｌ－酒石
酸水素カリウム、DL－酒石酸ナトリウム、Ｌ－酒石酸ナトリウム、炭酸カリウム（無水）
、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、二酸化炭素、乳酸、乳酸カリウム、乳酸ナトリ
ウム、氷酢酸、ピロリン酸二水素二ナトリウム、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、DL－
リンゴ酸、DL－リンゴ酸ナトリウム、リン酸、リン酸水素二カリウム、リン酸二水素カリ
ウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウムがあげられる。これらは、単体
でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００６２】
　上記第２添加剤が栄養強化剤を含む場合、当該栄養強化剤は特に限定されないが、一般
にビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類に該当する化合物が用いられる。すなわち、イソ
ロイシン、イノシトール、塩化マグネシウム、貝カルシウム、グルタミン酸ナトリウム、
酢酸カルシウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、鉄、トレオニ
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ン、ナイアシン、ナイアシンアミド、乳酸カルシウム、バリン、パントテン酸カルシウム
、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、アスコ
ルビン酸、ビタミンD、ビタミンP、フェニルアラニン、葉酸、卵殻カルシウム、硫酸マグ
ネシウム、リン酸カルシウム、ロイシン、L-アルギニンなどがあげられる。これらは、単
体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００６３】
　上記第２添加剤が賦形剤を含む場合、当該賦形剤は特に限定されないが、一般に製薬過
程にて、添加される化合物が用いられる。実際の投与量において、人体に無害であり、有
効成分と配合変化を起こさないもの、治療効果に障害をもたらさないもの、医薬品の試験
等に支障を来さないものでなければ、賦形剤として用いることができない。すなわち、液
剤の場合は、水、精製水、生理食塩水、砂糖水、アルコール、グリセリン、マクロゴール
などがあげられる。ペースト剤の場合は、ワセリン、蜂蜜、流動パラフィン、ゼラチン、
馬油、椿油、オリーブ油、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロースな
どがあげられる。錠剤、丸薬、トローチの場合は、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウ
ム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸マグネシウム、砂糖
、ブドウ糖、結晶化セルロース、でんぷん、デキストリン、白糖、はちみつ、沈降シリカ
、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸カルシウム、リン酸カルシウム、リン酸マグ
ネシウムなどがあげられる。これらは、単体でも良いし、複数を混ぜて用いても良い。
　【００６４】
　上記第２添加剤は、フッ化物、無機フッ素化合物の中から選択される１つ又は２つ以上
の化合物を含んでもよい。フッ化物、無機フッ素化合物としては、フッ化ナトリウム、フ
ッ化カリウム、フッ化カルシウム、フッ化第一スズ、フッ化アンモニウム、ヘキサフルオ
ロケイ酸、ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム、ヘキサフルオロケイ酸カリウムなどがあげ
られる。
　【００６５】
［組成物の用途］
　本実施形態の組成物は、例えば、医療機器、医薬部外品、医薬品等に用いられてもよく
、これらに限定されない。本実施形態の組成物は、例えば、割合Ｒが第１割合Ｒ１となる
ように調整された場合、液体状を呈する。この場合、本実施形態の組成物は、粘膜又は皮
膚を被覆するための被覆材（液体包帯）、口腔を洗浄するための洗口液、口腔内環境改善
、歯質強化を目的とした歯磨剤等に、含まれてもよい。
　【００６６】
　本実施形態の組成物は、例えば、割合Ｒが第２割合Ｒ２となるように調整された場合、
ペースト状を呈する。この場合、本実施形態の組成物は、歯を清掃するための歯磨剤等に
、含まれてもよい。本実施形態の組成物は、例えば、割合Ｒが第３割合Ｒ３となるように
調整された場合、固体状を呈する。この場合、本実施形態の組成物は、歯槽骨等の骨の欠
損部位を補填するための骨補填剤等に、含まれてもよい。
　【００６７】
　組成物が固体状となる場合の形態は、特に限定されない。通常は、ブロック体、多孔体
、顆粒などの形態である。形状は、特に限定されないが、通常は、円柱状、直方体、立方
体、球、楕円球もしくは、これらの組み合わせた図形となる。サイズは、特に限定されな
いが、通常は０．００１ｍｍ３から１００００００ｍｍ３の範囲であり、好ましくは０．
１ｍｍ３から２０００００ｍｍ３の範囲であり、更に好ましくは０．５ｍｍ３から、１０
００００ｍｍ３の範囲であり、より好ましくは１ｍｍ３から、５００００ｍｍ３の範囲で
あり、極めて好ましくは５ｍｍ３から、５０００ｍｍ３の範囲である。
　【００６８】
　組成物の内部に気孔を有する場合、その形状は盲管、単通孔、連通孔などがあげられる
。気孔径は、特に限定されないが、通常は１μｍから１０００μｍであり、好ましくは１
０μｍから５００μｍ、より好ましくは３０μｍから３００μｍ、極めて好ましくは５０
μｍから２００μｍの範囲である。
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　【００６９】
　組成物が液状、ペースト状となる場合、そのｐＨは特に限定されないが、口腔内などの
使用する場合、そのｐＨ範囲は３～１０の範囲である事が好ましく、より好ましくは５～
９の範囲であり、更に好ましくは、５．５～８の範囲である。
　【００７０】
　組成物が液状の場合、その粘度は特に限定されないが、口腔内で患部に円滑に貯留また
は、分散し、滞留による窒息などを引き起こさない範囲であることが望ましい。すなわち
、０．０１ｃＰａから、２０００ｃＰａの間であることが好ましく、より好ましくは１ｃ
Ｐａから１０００ｃＰａの範囲であり、さらに好ましくは、１０ｃＰａから、５００ｃＰ
ａの範囲であり、極めて好ましくは、３０ｃＰａから、３００ｃＰａの範囲である。
　【００７１】
　組成物がコロイド溶液となる場合、コロイド粒子の粒径は特に限定されないが、通常は
１０ｎｍ～１００００ｎｍの間であり、好ましくは５０ｎｍ～３０００ｎｍの間であり、
より好ましくは、１００ｎｍ～１０００ｎｍの間であり、極めて好ましくは、２００ｎｍ
～７００ｎｍの間である。
　【００７２】
　製造、保管の関係上、予め高濃度の溶液組成物を調製し、製造工程及び、実際の使用時
に適宜希釈して用いて差し支えない。希釈においては、用いる化合物は特に限定されない
が、通常食品、食品添加物、医薬品添加物に該当する化合物が用いられる。また、原液を
均一に分散させ、また有効成分に悪影響を与えないことが望ましい。例えば、水、精製水
、砂糖水、生理食塩水、リン酸緩衝液、リンゲル液、ぶどう糖果糖液糖、ブドウ糖補水液
、経口補水液、乳酸リンゲル液、炭酸水、牛乳、豆乳、乳清液、スキムミルク、重湯、で
んぷん液、茶、ほうじ茶、紅茶、緑茶、プーアル茶、ルイボス茶、コーヒー、烏龍茶、チ
ャイ、ヨーグルト、ガムシロップ、コーンシロップ等があげられる。これらは、単体で使
用しても良いし、複数を混合して用いても良い。
　【００７３】
［液体状・ペースト状の組成物の製造方法］
　本実施形態の組成物は、上記割合Ｒが第１割合Ｒ１または第２割合Ｒ２である場合、液
体状またはペースト状を呈する。この場合における本実施形態の組成物の製造方法は、少
なくとも、上述した（Ａ）アセマンナンおよび（Ｂ）無機化合物を、複合化する手段を含
む。当該複合化手段には、上述した（Ａ）アセマンナンおよび（Ｂ）無機化合物に、上述
した（Ｃ）第１添加剤、（Ｄ）口腔抗菌剤又は口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用さ
れる薬剤、（Ｅ）第２添加剤を、添加する手段が含まれてもよい。本実施形態の組成物の
製造方法は、上記複合化手段に加え、更に、上記複合化手段による複合化にて得られた物
質を濃縮する濃縮手段を、含んでもよい。
　【００７４】
　上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、粉末状の（Ｂ）無
機化合物を添加するものであってもよい。また、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセ
マンナンを含有する溶液に、（Ｂ）無機化合物のカチオンまたはアニオンを含有する溶液
を添加し均一化しておき、当該均一化された溶液に、上記カチオンのカウンターアニオン
を含有する溶液または上記アニオンのカウンターカチオンを含有する溶液を添加するもの
であってもよい。また、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセマンナンを含有する溶液
に、（Ｂ）無機化合物の前駆体化合物を含有する溶液を添加し撹拌しておき、当該撹拌さ
れた溶液中において、上記前駆体化合物に基づいて（Ｂ）無機化合物を晶出させるもので
あってもよい。
　【００７５】
［固体状の組成物の製造方法］
　本実施形態の組成物は、上記割合Ｒが第３割合Ｒ３である場合、固体状を呈する。この
場合における本実施形態の組成物の製造方法は、少なくとも、上述した（Ａ）アセマンナ
ンおよび（Ｂ）無機化合物を、複合化する手段を含む。当該複合化手段には、上述した（
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Ａ）アセマンナンおよび（Ｂ）無機化合物に、上述した（Ｃ）第１添加剤を、添加する手
段が含まれてもよい。
　【００７６】
　（Ｂ）無機化合物がアルカリ土類金属の炭酸塩である場合、上記複合化手段は、以下の
態様のものであってもよい。この場合、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセマンナン
を含有する水溶液に、アルカリ土類金属の水酸化物を含有する化合物を添加し混合泥を生
成しておき、当該混合泥をモールドに充填した後に、当該充填された混合泥に炭酸イオン
を添加して、当該炭酸イオンと上記アルカリ土類金属イオンとを、反応させるものであっ
てもよい。
　【００７７】
　（Ｂ）無機化合物がリン酸カルシムである場合、上記複合化手段は、以下の態様のもの
であってもよい。この場合、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセマンナンを含有する
水溶液に、カルシウムイオンを含有する化合物、および、リン酸イオンを含有する化合物
を添加し混合泥を生成しておき、当該混合泥をモールドに充填した後に、当該充填された
混合泥の中において、上記カルシウムイオンと上記リン酸イオンとを、反応させるもので
あってもよい。
　【００７８】
　（Ｂ）無機化合物がケイ酸イオン含有リン酸カルシウムである場合、上記複合化手段は
、以下の態様のものであってもよい。この場合、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセ
マンナンを含有する水溶液に、カルシウムイオンを含有する化合物、リン酸イオンを含有
する化合物、および、ケイ酸イオンを添加して、上記カルシウムイオンと上記リン酸イオ
ンと上記ケイ酸イオンとを、反応させつつ、混合泥を生成するものであってもよい。
　【００７９】
　（Ｂ）無機化合物が、炭酸カルシウム、リン酸カルシウム、ケイ酸イオン含有リン酸カ
ルシウム、硫酸カルシウム、シリカ、酸化亜鉛、リン酸亜鉛、及び、粘土鉱物の中から選
択される１つ又は２つ以上の化合物である場合、上記複合化手段は、以下の態様のもので
あってもよい。この場合、上記複合化手段は、例えば、（Ａ）アセマンナンを含有する溶
液に、固体状の上記（Ｂ）無機化合物を添加し混合泥を生成しておき、当該混合泥をモー
ルドに充填した後に、当該充填された混合泥をモールド中において硬化させるものであっ
てもよい。
　【００８０】
［実施例］
　以下、本発明の具体的な実施例を説明する。ここで説明する実施例は１７例であるが、
本発明の範囲は、これら実施例の記載に留まらない。（実施例１）～（実施例１７）は、
上記割合Ｒ・性状に応じて、以下のように分類される。
・・割合Ｒ＝第１割合Ｒ１・液体状　　：（実施例１）～　（実施例１１）
・・割合Ｒ＝第１割合Ｒ２・ペースト状：（実施例１２）、 （実施例１３）
・・割合Ｒ＝第１割合Ｒ２・固体状　　：（実施例１４）～（実施例１７）
　【００８１】
　以下に詳述する（実施例１）～（実施例１７）においては、以下に示す分析手法を適宜
採用した。
　【００８２】
（ｐH測定）
　コロイド溶液試料のｐHは、いずれもメトラー・トレド社製ｐHメーター：セブンコンパ
クトに、ｐH電極（LE４２２）を取り付けて測定した。
　【００８３】
（X線回折法）
　加速電圧及び振幅をそれぞれ３０ｋＶ、１０ｍＡとし、Ｘ線回折（ＸＲＤ：D２Phaser
、ブルカーAXS株式会社、日本）により、サンプルの結晶学的情報を得た。特性評価につ
いては５°／分の操作速度で３°から７０°にわたり、２θの値で回折角を連続的にスキ
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ャンした。
　【００８４】
（フーリエ変換赤外分光法）
　フーリエ変換赤外分光（ＦＴ&#8722;ＩＲ：Ｎｉｃｏｌｅｔ　ＮＥＸＵＳ６７０、サー
モフィッシャーサイエンティフィック株式会社、米国）により、ＧｅＳｅで作られた減衰
全反射プリズムを有する硫酸トリグリシン検出器（３２スキャン、解像度２ｃｍ &#8722;
 １ ）を用いて、サンプルの化学振動スキームの特性を評価した。測定を行うためのバッ
クグラウンドとして大気雰囲気を使用した。
　【００８５】
（粘度測定法）
　液体状態の試料の粘度を、音叉式振動粘度計（SV―１０：エー・アンド・デイ社製）に
て測定した。同一試料について、５回以上測定を行い、平均値を試料粘度として算定した
。
　【００８６】
（機械的強度測定法）
　島津製作所製万能試験機（ＡＧＳ&#8722;Ｘ）にて、クロスヘッドスピード１ｍｍ／ｍ
にてダイアメトラル引張強さ（DTS強度）を測定した。
　【００８７】
（実施例１）
　実施例１の組成物は、レシチンを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムコロ
イド溶液である。実施例１の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：レシチン
　【００８８】
　実施例１の組成物を、以下の通り調整することで得た。アロエ葉肉抽出物及び、レシチ
ンを超純水に溶解或いは、懸濁させ、それぞれ１００ｇ／Ｌの濃度となるように調製した
。アロエ葉肉抽出物は特開２０２５－０６３００７号に記載の内容にて調製したものを用
いた。レシチンは、富士フィルム和光純薬工業より試薬１級のものを購入して用いた。炭
酸カルシウムは、富士フィルム和光純薬工業より試薬特級のものを購入して用いた。アロ
エ葉肉抽出物は超純水に溶解させ、１００ｇ／Ｌの溶液となるように調製した。レシチン
は、超純水に常温で分散させ、１００ｇ／Ｌの懸濁液となるように調製した。
　【００８９】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、超純
水を７．４ｍＬ入れ、撹拌子で１１００ｒｐｍの攪拌速度で攪拌した。攪拌しながら、こ
こに１ｍＬのレシチン懸濁液をマイクロピペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ
、シュガーエステルを溶液中に完全に懸濁させた。
　【００９０】
　攪拌を継続しながら、ここに０．０５ｇの炭酸カルシウムを入れ、更に３０分攪拌した
。その後、ここに１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、更に３０
分攪拌し、コロイド溶液を調製した。
　【００９１】
　得られたコロイド溶液の写真を、図２に示す。溶液中には一部黄色懸濁物が分散してお
り、また全体的にやや淡赤色を呈していた。コロイド溶液を静置したところ、凡そ２４時
間は均一に懸濁した状態を維持していた。それ以上の時間静置すると、沈殿が徐々に分離
していく様子が観察されたが、攪拌すると、すぐに全体的に均一に懸濁した。
　【００９２】
　得られたコロイド溶液のｐＨは、５．９８であり、また粘度は１６．２±０．２ｍＰａ
／ｓであった。
　【００９３】
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　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図３に示す。アロエ葉肉抽出物のバンドが
主に観察されたが、一部炭酸カルシウム、レシチンのバンドも観察された。
　【００９４】
（実施例２）
　実施例２の組成物は、シュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－ミネラルコ
ロイド溶液である。実施例２の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム、水酸アパタイト、酸化亜鉛、ベントナイト、
シリカ
・・（Ｃ）第１添加剤　：シュガーエステル
　【００９５】
　実施例２の組成物を、以下の通り調整することで得た。アロエ葉肉抽出物は特開２０２
５－０６３００７号に記載の内容にて調製したものを用いた。シュガーエステルは、三菱
ケミカル株式会社製のリョートーシュガーエステル：Ｓ－１６７０を用いた。アロエ葉肉
抽出物は超純水に溶解させ、１００ｇ／Ｌの溶液となるように調製した。シュガーエステ
ルは、７０℃の温水に完全に溶解させ、１００ｇ／Ｌの溶液となるように調製した。シュ
ガーエステル溶液は、常温で保管し、使用直前に７０℃の恒温槽に入れ、完全に溶解させ
た上で使用した。他の試薬については、いずれも富士フィルム和光純薬工業より試薬特級
グレードの物を購入して使用した。
　【００９６】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、超純
水を７．４ｍＬ入れ、撹拌子で１１００ｒｐｍの攪拌速度で攪拌した。攪拌しながら、こ
こに１ｍＬのシュガーエステル溶液をマイクロピペットにて注入し、１分以上そのまま攪
拌させ、シュガーエステルを溶液中に完全に懸濁させた。
　【００９７】
　攪拌を継続しながら、ここに０．０５ｇの炭酸カルシウム、水酸アパタイト、酸化亜鉛
、ベントナイト、シリカのいずれか１つを入れ、更に３０分攪拌した。その後、ここに１
．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、更に３０分攪拌し、コロイド
溶液を調製した。
　【００９８】
　得られたコロイド溶液の写真を、図４に示す。溶液は均一に懸濁しており、また全体的
にやや淡赤色を呈していた。コロイド溶液を静置したところ、凡そ２４時間は均一に懸濁
した状態を維持していた。それ以上の時間静置すると、沈殿が徐々に分離していく様子が
観察されたが、攪拌すると、すぐに全体的に均一に懸濁した。
　【００９９】
　得られたコロイド溶液のｐＨは、図５に示す通りであり、また粘度は図６に示す通りで
ある。ベントナイトを投入した試料については、他の試料より有意に粘性が低い様子が観
察された。また、ベントナイトを投入した試料については、時間経過とともに、懸濁粒子
が集積し、塊状になっていく様子が観察された。
　【０１００】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図７に示す。アロエ葉肉抽出物のバンドが
主に観察されたが、一部ミネラル、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１０１】
（実施例３）
　実施例３の組成物は、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）及びシュガーエステルを結合
剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムコロイド溶液である。実施例３の組成は、下
記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）及びシュガーエステル
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　【０１０２】
　実施例３の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業より
購入した特級グレードのＣＰＣを超純水に溶解させ、１００ｇ／Ｌとなるように溶液を調
製した。他の溶液については、実施例１，２と同様に調製した。
　【０１０３】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、超純
水を７．４ｍＬ入れ、撹拌子で１１００ｒｐｍの攪拌速度で攪拌した。攪拌しながら、こ
こに合計１ｍＬとなるように、ＣＰＣ溶液及びシュガーエステル溶液をマイクロピペット
にて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中に完全
に懸濁させた。
　【０１０４】
　完全に均一に懸濁させたのち、０．０５ｇの炭酸カルシウムを添加し、さらに５分間攪
拌し、炭酸カルシウムを均一に分散させた。その後、ここに１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水
酸化ナトリウム水溶液を注入し、更に３０分攪拌し、コロイド溶液を調製した。尚、ＣＰ
Ｃ溶液の比率が大きい条件においては、炭酸カルシウム投入後しばらくすると、溶液は一
旦透明になったが、水酸化ナトリウム水溶液を注入すると、再度懸濁した。
　【０１０５】
　得られたコロイド溶液の写真を、図８に示す。溶液は均一に懸濁しており、また全体的
にやや淡赤色を呈していた。
　【０１０６】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図９に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を、
図１０に示す。
　【０１０７】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図１１に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部炭酸カルシウム、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察さ
れた。
　【０１０８】
（実施例４）
　実施例４の組成物は、フッ化ナトリウムを添加した、ＣＰＣ及びシュガーエステルを結
合剤としたアロエ葉肉抽出物－シリカコロイド溶液である。実施例４の組成は、下記の通
りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
・・（Ｅ）第２添加剤　：フッ化ナトリウム
　【０１０９】
　実施例４の組成物を、以下の通り調整することで得た。フッ化ナトリウムは、富士フィ
ルム和光純薬工業より特級グレードの試薬を購入した。これを超純水に溶解させ、１００
ｇ／Ｌ（１０５ｐｐｍ）となるように、調製した。他の試薬については、実施例１－３と
同様のものを用いた。
　【０１１０】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。その後、完全に均一に懸濁させたのち、０．０５ｇのアモルファス
シリカを添加し、さらに５分間攪拌し、アモルファスシリカを均一に分散させた。更に、
フッ化ナトリウム溶液及び超純水を合計で７．２ｍLとなるようにマイクロピペットで添
加した、攪拌を継続した。
　【０１１１】
　１０分以上攪拌した後、１．８ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、
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更に３０分攪拌し、コロイド溶液を調製した。
　【０１１２】
　得られたコロイド溶液の写真を、図１２に示す。溶液は均一に懸濁しており、また全体
的にやや淡赤色を呈していた。フッ化ナトリウムの濃度と、溶液の濁度及び、分散性の関
係性は観察されなかった。
　【０１１３】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図１３に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図１４に示す。いずれもフッ化ナトリウムの濃度との相関は観察されなかった。
　【０１１４】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図１５に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部ミネラル、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１１５】
（実施例５）
　実施例５の組成物は、アズレンスルホン酸ナトリウムを添加した、ＣＰＣ及びシュガー
エステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－シリカコロイド溶液である。実施例５の組成
は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
・・（Ｄ）口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤：アズ
レンスルホン酸ナトリウム
　【０１１６】
　実施例５の組成物を、以下の通り調整することで得た。アズレンスルホン酸ナトリウム
は、東京化成工業株式会社より購入したものを用いた。これを超純水に溶解させ、１００
ｇ／Ｌとなるように、調製した。他の試薬については、実施例１－４と同様のものを用い
た。
　【０１１７】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。その後、完全に均一に懸濁させたのち、０．０５ｇのアモルファス
シリカを添加し、さらに５分間攪拌し、アモルファスシリカを均一に分散させた。更に、
アズレンスルホン酸ナトリウム溶液及び超純水を合計で７．４ｍLとなるようにマイクロ
ピペットで添加した、攪拌を継続した。
　【０１１８】
　１０分以上攪拌した後、１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、
更に３０分攪拌し、コロイド溶液を調製した。
　【０１１９】
　得られたコロイド溶液の写真を、図１６に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。また、アズレンスルホン酸ナトリウム濃度の上昇に伴い、溶液の色は青くなってい
った。
　【０１２０】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図１７に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図１８に示す。ｐHについては、相関が観察されなかったが、粘度は若干の低下が観察
された。
　【０１２１】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図１９に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部ミネラル、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１２２】
（実施例６）
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　実施例６の組成物は、ステロイド系消炎剤を添加した、ＣＰＣ及びシュガーエステルを
結合剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムコロイド溶液である。実施例６の組成は
、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
・・（Ｄ）（Ｄ）口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤
：トリアムシノロンアセトニド（ＴＣＡ）
　【０１２３】
　実施例６の組成物を、以下の通り調整することで得た。ステロイド系消炎剤として、富
士フィルム和光純薬工業より購入したトリアムシノロンアセトニド（TCA）を使用した。T
CAは超純水に分散させ、１ｇ／Ｌとなるように調製した。
　【０１２４】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。その後、完全に均一に懸濁させたのち、０．０５ｇの炭酸カルシウ
ムを添加し、さらに５分間攪拌し、炭酸カルシウムを均一に分散させた。更に、ＴＣＡ懸
濁液及び超純水を合計で７．４ｍLとなるようにマイクロピペットで添加した後、攪拌を
継続した。
　【０１２５】
　１０分以上攪拌した後、１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、
更に３０分攪拌し、コロイド溶液を調製した。
　【０１２６】
　得られたコロイド溶液の写真を、図２０に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。
　【０１２７】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図２１に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図２２に示す。
　【０１２８】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図２３に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部ミネラル、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１２９】
（実施例７）
　実施例７の組成物は、非ステロイド系消炎剤（ＮＳＡＩＤｓ）を添加した、ＣＰＣ及び
シュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムコロイド溶液である
。実施例７の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
・・（Ｄ）口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤：イブ
プロフェン
　【０１３０】
　実施例７の組成物を、以下の通り調整することで得た。ＮＳＡＩＤｓとして、富士フィ
ルム和光純薬工業より購入した試薬特級グレードのイブプロフェンを使用した。イブプロ
フェンは超純水に分散させ、１００ｇ／Ｌとなるように調製した。
　【０１３１】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
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に完全に懸濁させた。その後、完全に均一に懸濁させたのち、０．０５ｇの炭酸カルシウ
ムを添加し、さらに５分間攪拌し、炭酸カルシウムを均一に分散させた。更に、イブプロ
フェン懸濁液及び超純水を合計で７．４ｍLとなるようにマイクロピペットで添加した後
、攪拌を継続した。
　【０１３２】
　１０分以上攪拌した後、１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、
更に３０分攪拌し、コロイド溶液を調製した。
　【０１３３】
　得られたコロイド溶液の写真を、図２４に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。
　【０１３４】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図２５に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図２６に示す。若干の粘度低下が観察された。
　【０１３５】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図２７に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部ミネラル、ＣＰＣ、シュガーエステル、イブプロフェンのバン
ドも観察された。
　【０１３６】
（実施例８）
　実施例８の組成物は、ＣＰＣ及びシュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－
炭酸カルシウムコロイド溶液である。実施例８の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
　【０１３７】
　実施例８の組成物を、以下の通り調整することで得た。塩化カルシウム及び、炭酸ナト
リウムはいずれも富士フィルム和光純薬工業より試薬特級のものを購入して使用した。そ
れぞれ超純水に溶解させ、２．０ｍоｌ／Ｌとなるように調製した。
　【０１３８】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。
　【０１３９】
　その後、塩化カルシウム溶液を所定量滴下し、その後超純水を所定量滴下し、さらに１
．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、１０分程度攪拌を継続し、全
体を均一にした。そこに、所定量の炭酸ナトリウム溶液を注入することにより、カルシウ
ムイオンと炭酸イオンを溶液内で反応させ、炭酸カルシウムとして析出させた。炭酸ナト
リウム溶液を注入後、更に３０分攪拌を継続することにより、形成した炭酸カルシウム粒
子のサイズを制御した。尚、塩化カルシウムと炭酸ナトリウムはモル比１：１であった。
　【０１４０】
　得られたコロイド溶液の写真を、図２８に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。また、塩化カルシウム溶液及び濃度の上昇に伴い、溶液の濁度が上昇していった。
　【０１４１】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図２９に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図３０に示す。ｐH、粘度いずれも、塩化カルシウムと炭酸ナトリウムの濃度との相関
は観察されなかった。
　【０１４２】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図３１に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部炭酸カルシウム、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察さ
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れた。
　【０１４３】
（実施例９）
　実施例９の組成物は、ＣＰＣ及びシュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－
リン酸カルシウムコロイド溶液である。実施例９の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：リン酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
　【０１４４】
　実施例９の組成物を、以下の通り調整することで得た。塩化カルシウム及び、リン酸水
素二ナトリウムはいずれも富士フィルム和光純薬工業より試薬特級のものを購入して使用
した。それぞれ超純水に溶解させ、２．０ｍоｌ／Ｌ塩化カルシウム溶液と、１．０ｍо
ｌ／Ｌリン酸水素二ナトリウム溶液となるように調製した。
　【０１４５】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。
　【０１４６】
　その後、塩化カルシウム溶液を所定量滴下し、その後超純水を所定量滴下し、さらに１
．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、１０分程度攪拌を継続し、全
体を均一にした。そこに、所定量のリン酸水素二ナトリウム溶液を注入することにより、
カルシウムイオンとリン酸イオンを溶液内で反応させ、リン酸カルシウムとして析出させ
た。リン酸水素二ナトリウム溶液を注入後、更に３０分攪拌を継続することにより、形成
したリン酸水素二ナトリウム粒子のサイズを制御した。尚、塩化カルシウムとリン酸水素
二ナトリウムはモル比１：１であった。
　【０１４７】
　得られたコロイド溶液の写真を、図３２に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。また、塩化カルシウム溶液及び濃度の上昇に伴い、溶液の濁度が上昇していった。
　【０１４８】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図３３に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図３４に示す。塩化カルシウムとリン酸水素二ナトリウム溶液の濃度増大に伴い、ｐＨ
は若干低下がみられ、また、粘度は大幅に増大する様子が観察された。
　【０１４９】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図３５に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部リン酸カルシウムであるアパタイト、ＣＰＣ、シュガーエステ
ルのバンドも観察された。
　【０１５０】
（実施例１０）
　実施例１０の組成物は、ＣＰＣ及びシュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物
－シリカコロイド溶液である。実施例１０の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
　【０１５１】
　実施例１０の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業よ
り、試薬１級のケイ酸ナトリウム溶液（３８ｗｔ％）を購入して使用した。他の試薬は、
いずれも実施例１－７と同様に調製した。
　【０１５２】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
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しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。
　【０１５３】
　ここに、蒸留水とケイ酸ナトリウム溶液が合計で９ｍＬとなるように、注入し、更に攪
拌を継続することにより、酸性溶液と接触したケイ酸ナトリウムが加水分解反応によりア
モルファスシリカとなる反応を惹起させた。これにより、シリカコロイド溶液の調製を行
った。尚、滴下したケイ酸ナトリウム溶液の量は、最大１．５ｍＬであった。これ以上の
濃度では、溶液はペースト状となった。
　【０１５４】
　得られたコロイド溶液の写真を、図３６に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。また、ケイ酸ナトリウム溶液量の上昇に伴い、溶液の濁度が上昇していった。
　【０１５５】
　得られたコロイド溶液のｐＨを、図３７に示す。また、得られたコロイド溶液の粘度を
、図３８に示す。ケイ酸ナトリウム溶液量の増大に伴い、ｐＨは上昇し、また粘度も増大
した。
　【０１５６】
　コロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図３９に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
が主に観察されたが、一部シリカ、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１５７】
（実施例１１）
　実施例１１の組成物は、増粘剤を添加した、シュガーエステルを結合剤としたアロエ葉
肉抽出物－炭酸カルシウムコロイド溶液である。実施例１１の組成は、下記の通りである
。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：シュガーエステル
・・（Ｅ）第２添加剤　：ポリビニルピロリドン
　【０１５８】
　実施例１１の組成物を、以下の通り調整することで得た。実施例１１では、実施例２に
て調製した炭酸カルシウムコロイド溶液の粘性増大を検討した。増粘剤として、富士フィ
ルム和光純薬工業より購入した、試薬特級グレードのポリビニルピロリドンK９０（PVP）
を使用した。PVPは予め、超純水に溶解させ、１００ｇ／Ｌの溶液とした。
　【０１５９】
　ベース溶液として、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ入れ、撹拌子で
１１００ｒｐｍの攪拌速度で攪拌した。攪拌しながら、ここに１ｍＬのシュガーエステル
溶液をマイクロピペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、シュガーエステルを溶
液中に完全に懸濁させた。
　【０１６０】
　攪拌を継続しながら、ここに０．０５ｇの炭酸カルシウムを入れ、更に３０分攪拌した
。その後、ここに１．６ｍＬの１mоｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液を注入し、更に３０
分攪拌し、ベースとなるコロイド溶液を調製した。
　【０１６１】
　５ｍＬの遠心チューブに調製したコロイド溶液３．３３ｍＬを入れ、ここに１．６７ｍ
Ｌの０－１００ｇ／ＬのＰＶＰ溶液を更に入れ、ボルテックスミキサーにて均一になるよ
うに混合した。
　【０１６２】
　得られたコロイド溶液の写真を、図４０に示す。溶液は均一に白色に懸濁した状態であ
った。
　【０１６３】
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　得られたコロイド溶液のｐＨを、図４１に示す。ＰＶＰ添加量とｐＨ依存性は確認でき
なかった。
　【０１６４】
　得られたコロイド溶液の粘度を、図４２に示す。ＰＶＰ添加量と粘度は指数関数的に比
例した。
　【０１６５】
　得られたコロイド溶液のＦＴ－ＩＲスペクトルを、図４３に示す。コロイド溶液は、明
確にＰＶＰのバンドが確認された。
　【０１６６】
（実施例１２）
　実施例１２の組成物は、シュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カル
シウムコロイドペーストである。実施例１２の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：シュガーエステル
　【０１６７】
　実施例１２の組成物を、以下の通り調整することで得た。実施例２の手法に準拠して、
アロエ葉肉抽出物－シュガーエステル－炭酸カルシウム複合溶液を調製した。本複合溶液
を、１５ｍL遠心チューブに入れ、９０００ｒｐｍの延伸速度で３分間遠心した。遠心後
、上清を捨て、沈殿物をボルテックスミキサーにて２０秒撹拌した。
　【０１６８】
　調製したペースト試料の写真を図４４に示す。本試料は、シリンジに吸い上げ、押し出
すことが可能であった。
　【０１６９】
（実施例１３）
　実施例１３の組成物は、シュガーエステルを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－シリカコ
ロイドペーストである。実施例１３の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ
・・（Ｃ）第１添加剤　：ＣＰＣ及びシュガーエステル
　【０１７０】
　実施例１３の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業よ
り、試薬１級のケイ酸ナトリウム溶液（３８ｗｔ％）を購入して使用した。他の試薬は、
いずれも実施例１－７と同様に調製した。
　【０１７１】
　５０ｍＬのガラス瓶に、アロエ葉肉抽出物溶液（１００ｇ／Ｌ）を１０ｍＬ及び、攪拌
しながら、０．５ｍLのＣＰＣ溶液及び、０．５ｍLのシュガーエステル溶液をマイクロピ
ペットにて注入し、１分以上そのまま攪拌させ、ＣＰＣ及び、シュガーエステルを溶液中
に完全に懸濁させた。
　【０１７２】
　ここに、蒸留水７ｍＬとケイ酸ナトリウム溶液２ｍＬを、注入し、更に攪拌を継続する
ことにより、酸性溶液と接触したケイ酸ナトリウムが加水分解反応によりアモルファスシ
リカとなる反応を惹起させた。これにより、シリカコロイドペーストの調製を行った。
　【０１７３】
　得られたペースト状試料の写真を、図４５に示す。ペーストは白色を呈し、均一であっ
た。シリンジから円滑に押し出す事が可能であり、築盛することも可能であった。
　【０１７４】
　得られたペースト試料のｐＨは、９．３９であった。
　【０１７５】
　ペースト試料のＦＴ－ＩＲスペクトルムを、図４６に示す。アロエ葉肉抽出物のバンド
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が主に観察されたが、一部シリカ、ＣＰＣ、シュガーエステルのバンドも観察された。
　【０１７６】
（実施例１４）
　実施例１４の組成物は、アロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムブロック体である。実施例
１４の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
　【０１７７】
　実施例１４の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業よ
り購入した、試薬特級グレードの水酸化カルシウムを用いた。水酸化カルシウム粉末１ｇ
と、０―１００ｇ／Ｌのアロエ葉肉抽出物溶液１ｍＬをメノウ乳鉢に入れ、乳棒にて良く
混ぜ合わせ、ペースト状の混合泥を得た。本混合泥を、スパチュラにて、φ６×３ｍｍの
シリコンゴム製のモールドに填入し、両側を０．２ｍｍのポリプロピレンシートで被覆後
、さらにスライドガラスで挟み込んだ後、クリップで留めた。その後、モールド内に填入
したまま、―２０℃の冷凍庫に入れ、１晩静置し、完全に凍結させた。
　【０１７８】
　凍結した混合泥から、ポリプロピレンシートを外し、混合泥をモールド内に保持したま
ま、蒸発皿に載せ、４０℃のドライオーブン内で完全に乾燥させた。乾燥後、混合泥をモ
ールドから外し、ポリスチレントレーに載せ、密閉容器内に炭酸アンモニウム粉末と、蒸
留水と一緒に入れた状態で、４０℃で２４時間静置し、表面を炭酸化させた。炭酸化後、
更に混合泥を完全に炭酸カルシウム化させるため、さらに混合泥硬化体１０個につき４０
ｍＬの２ｍоｌ／Ｌ炭酸ナトリウム溶液に入れ、６０℃で７日間反応させた。反応後、混
合泥硬化体を蒸留水で数回洗浄し、４０℃で完全に乾燥させた。
　【０１７９】
　調製したブロック体の写真を図４７に示す。最初に添加したアロエ葉肉抽出物の濃度に
関係なく、ブロック体は明瞭な形状を保持していた。
　【０１８０】
　調製したブロック体のＸＲＤパターンを図４８に示す。アロエ葉肉抽出物の濃度に関係
なく、ブロック体は炭酸カルシウム単相となっていることが分かった。
　【０１８１】
　調製したブロック体のＦＴ－ＩＲスペクトルを図４９に示す。アロエ葉肉抽出物の濃度
増大に伴い、ブロック体中にアセマンナン由来のバンドが観察された。
　【０１８２】
　調製したブロック体のダイアメトラル引張強さ（ＤＴＳ）を図５０に示す。アロエ葉肉
抽出物の濃度増大に伴い、ブロック体のＤＴＳ強度は上昇していったが、さらに増大する
と低下していく傾向が観察された。
　【０１８３】
（実施例１５）
　実施例１５の組成物は、レシチンを結合剤としたアロエ葉肉抽出物－炭酸カルシウムブ
ロック体である。実施例１５の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：炭酸カルシウム
・・（Ｃ）第１添加剤　：レシチン
　【０１８４】
　実施例１５の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業よ
り購入した、試薬特級グレードの水酸化カルシウムを用いた。水酸化カルシウム粉末１ｇ
と、１００ｇ／Ｌのアロエ葉肉抽出物溶液０．５ｍＬ及び、０－１００ｇ／Ｌのレシチン
懸濁液０．５ｍＬをメノウ乳鉢に入れ、乳棒にて良く混ぜ合わせ、ペースト状の混合泥を
得た。本混合泥を、スパチュラにて、φ６×３ｍｍのシリコンゴム製のモールドに填入し
、両側を０．２ｍｍのポリプロピレンシートで被覆後、さらにスライドガラスで挟み込ん
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だ後、クリップで留めた。その後、モールド内に填入したまま、―２０℃の冷凍庫に入れ
、１晩静置し、完全に凍結させた。
　【０１８５】
　凍結した混合泥から、ポリプロピレンシートを外し、混合泥をモールド内に保持したま
ま、蒸発皿に載せ、４０℃のドライオーブン内で完全に乾燥させた。乾燥後、混合泥をモ
ールドから外し、ポリスチレントレーに載せ、密閉容器内に炭酸アンモニウム粉末と、蒸
留水と一緒に入れた状態で、４０℃で２４時間静置し、表面を炭酸化させた。炭酸化後、
更に混合泥を完全に炭酸カルシウム化させるため、さらに混合泥硬化体１０個につき４０
ｍＬの２ｍоｌ／Ｌ炭酸ナトリウム溶液に入れ、６０℃で７日間反応させた。反応後、混
合泥硬化体を蒸留水で数回洗浄し、４０℃で完全に乾燥させた。
　【０１８６】
　調製したブロック体の写真を図５１に示す。最初に添加したレシチンの濃度に関係なく
、ブロック体は明瞭な形状を保持していた。
　【０１８７】
　調製したブロック体のＸＲＤパターンを図５２に示す。レシチンの濃度に関係なく、ブ
ロック体は炭酸カルシウム単相となっていることが分かった。
　【０１８８】
　調製したブロック体のＦＴ－ＩＲスペクトルを図５３に示す。レシチンの濃度増大に伴
い、ブロック体中にアセマンナン由来のバンドが観察された。
　【０１８９】
　調製したブロック体のダイアメトラル引張強さ（ＤＴＳ）を図５４に示す。レシチンの
濃度増大に伴い、ブロック体のＤＴＳ強度は相関関係が見られなかった。
　【０１９０】
（実施例１６）
　実施例１６の組成物は、アロエ葉肉抽出物－シリカ担持リン酸八カルシウムブロック体
である。実施例１６の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ担持リン酸八カルシウム
　【０１９１】
　実施例１６の組成物を、以下の通り調整することで得た。富士フィルム和光純薬工業よ
り購入した、試薬特級グレードのリン酸二水素カルシウム水和物（ＭＣＰＭ）と、リン酸
水素カルシウム二水和物（ＤＣＰＤ）をそれぞれ１ｇずつメノウ乳鉢に入れ、乳棒にて良
く混合し、均一な粉末となるように調製した。ここに０―１００ｇ／Ｌのアロエ葉肉抽出
物溶液２．１６ｍＬを加え、更に混合を継続し、均一な混合泥とした。ここに２．１６ｍ
Ｌの３８ｗｔ％ケイ酸ナトリウム溶液を添加し、更に混合し、混合泥を調製した。
　【０１９２】
　この混合泥を、スパチュラにて、φ６×３ｍｍのシリコンゴム製のモールドに填入し、
両側を０．２ｍｍのポリプロピレンシートで被覆後、さらにスライドガラスで挟み込んだ
後、クリップで留めた。保定したまま、混合泥を、６０℃のインキュベーターに入れ、２
４時間養生させた。養生後、ポリプロピレンシートを外し、モールド内に入れたまま４０
℃の乾燥機で２４時間混合泥を乾燥させた。乾燥後、モールドから硬化した混合泥を外し
、ポリスチレントレーにとり、超純水で数回洗浄し、余剰な成分を除去した後、４０℃の
乾燥機で完全に乾燥させた。
　【０１９３】
　調製したブロック体の写真を図５５に示す。最初に添加したアロエ葉肉抽出物の濃度に
関係なく、ブロック体は明瞭な形状を保持していた。
　【０１９４】
　調製したブロック体のＸＲＤパターンを図５６に示す。アロエ葉肉抽出物が低濃度の場
合、ブロック体はリン酸八カルシウム単相となっていることが分かった。高濃度のアロエ
葉肉抽出物を含有している場合、ブロック体はリン酸八カルシウムに加えＤＣＰＤが形成
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していることが分かった。
　【０１９５】
　調製したブロック体のＦＴ－ＩＲスペクトルを図５７に示す。アロエ葉肉抽出物の濃度
増大に伴い、ブロック体中にアセマンナン由来のバンドが観察された。
　【０１９６】
　調製したブロック体のダイアメトラル引張強さ（ＤＴＳ）を図５８に示す。アロエ葉肉
抽出物の濃度増大に伴い、ブロック体のＤＴＳ強度は相関関係が見られなかった。
　【０１９７】
（実施例１７）
　実施例１７の組成物は、アロエ葉肉抽出物－シリカ担持リン酸八カルシウムブロック多
孔体である。実施例１７の組成は、下記の通りである。
・・（Ａ）アセマンナン：アロエ葉肉抽出物
・・（Ｂ）無機化合物　：シリカ担持リン酸八カルシウム
　【０１９８】
　実施例１７の組成物を、以下の通り調整することで得た。シリカ担持リン酸八カルシウ
ムブロックを、周知の方法にて調製した。本ブロックをメノウ乳鉢に入れ、乳棒にて粉砕
した。粉砕したシリカ担持リン酸八カルシウムブロックを、精密ふるいにてふるい分け、
１００―３００μｍ、３００―５００μｍ、５００－７００μｍ、７００―１０００μｍ
、１０００－２０００μｍのサイズの顆粒となるように分級した。
　【０１９９】
　分級したシリカ担持リン酸八カルシウム顆粒１ｇをポリスチレントレーに取り、ここに
１００ｇ／Ｌのアロエ葉肉抽出物溶液を０．４ｍＬ滴下し、スパチュラにて注意深く練和
し、全体が均一になるように混ぜた。その後、φ６×３ｍｍのシリコンモールドにスパチ
ュラにて填入し、０．２ｍｍのポリプロピレンシートにて被覆後、スライドガラスで挟み
込んだ後、クリップ止めした。この状態で、４０℃のインキュベーターに静置し、２４時
間養生した。その後、ポリプロピレンシートを外した後、さらに２４時間４０℃のインキ
ュベーターに保持し、試料をモールド内で乾燥させたのち、モールドから硬化した顆粒硬
化体を取り出した。
　【０２００】
　顆粒硬化体の写真を図５９に示す。顆粒サイズに関係なく、顆粒は結合しており、また
間隙の形成が観察された。
　【０２０１】
　顆粒硬化体のＤＴＳ強度を図６０に示す。顆粒サイズと硬化体の機械的強度には、減衰
するような相関がみられた。
　【０２０２】
［実施形態の効果］
　以上説明したように、本実施形態の組成物は、
　（Ａ）　アロエ植物の多糖類化合物であり、前記多糖類化合物の炭素鎖を構成するマン
ノース及びグルコースのグリコシド結合に関与していない水酸基の一部又は、全部を、ア
セチル基と置換された分子構造を有するアセマンナンであって、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換された度合いを示すアセチル化度が、３０％～７８
％の範囲に推移し、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換されたのちの分子量が、２１０ｋＤａ～２２０ｋＤ
ａであり、
　上記（１）式および上記（２）式のいずれかにて示される構造式を含むアセマンナンと
、
　（Ｂ）　炭酸カルシウム、酸化亜鉛、アルミノシリカ塩、シリカ、リン酸カルシウムの
中から選択される１つ又は２つ以上の無機化合物と、
　を含む。
　【０２０３】
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　これによれば、アセマンナンが無機化合物にて複合化された組成物を得ることができる
。当該複合化された組成物によれば、様々な医薬部外品、医療用医薬品等への実用的な展
開が可能となり、且つ、アセマンナン特有の効果を奏することができる。また、無機化合
物として、汎用的な材料を用いることができる。従って、当該組成物の実用的な展開を、
より確実かつ容易に実行できる。
　【０２０４】
　本実施形態の組成物において、
　任意の割合で前記（Ａ）アセマンナン及び、前記（Ｂ）無機化合物が混合され、本実施
形態の組成物は、前記割合に応じて、液体、ペースト、固体のいずれかとなる。
　【０２０５】
　これによれば、組成物の性状を、液体状、ペースト状、固体状と、用途に応じて調整で
きる。従って、例えば、液体状の組成物を、粘膜又は皮膚を被覆するための被覆材（液体
包帯）、口腔を洗浄するための洗口液等に、用いることができる。例えば、ペースト状の
組成物を、歯を清掃するための歯磨剤等に、用いることができる。例えば、固体状の組成
物を、骨の欠損部位を補填するための骨補填剤等に、用いることができる。
　【０２０６】
　本実施形態の組成物は、
　（Ｃ）　前記（Ａ）アセマンナンおよび前記（Ｂ）無機化合物と、共に混合された場合
に、結合剤、又は、乳化剤として機能する第１添加剤
　を更に含む。
　【０２０７】
　これによれば、アセマンナンおよび無機化合物の濃度が何れの場合であっても、当該組
成物を、均一化させることができる。従って、本実施形態によれば、実用的に、安定した
品質を得ることができる。
　【０２０８】
　本実施形態の組成物において、
　前記（Ｃ）第１添加剤は、
　ショ糖脂肪酸エステル、レシチン、塩化セチルピリジニウム、フィチン酸のいずれか１
つであることを特徴とする。
　【０２０９】
　これによれば、第１添加剤として、汎用的な材料を用いることができる。従って、当該
組成物の均一化を、より確実かつ容易に実行できる。
　【０２１０】
　本発明の組成物は、
　（Ｄ）　口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤
　を更に含む。
　【０２１１】
　これによれば、当該組成物において、アセマンナン特有の効果に加え、口腔抗菌剤、又
は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤の効果をも、奏することができる
。また、口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤の効果を
、アセマンナンの効果と相乗させることができる。
　【０２１２】
　本実施形態の組成物において、
　前記（Ｄ）口腔抗菌剤は、
　塩化ベンゼトニウム、デカリニウム塩化物のいずれか１つであることを特徴とする。
　【０２１３】
　これによれば、口腔抗菌剤として、汎用的な材料を用いることができる。従って、当該
組成物において、口腔抗菌剤の効能の追加を、より確実かつ容易に実行できる。
　【０２１４】
　本実施形態の組成物において、
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　前記（Ｄ）口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤は、
　トリアムシノロンアセトニド、ロキソプロフェン、イブプロフェン、アズレンスルホン
酸ナトリウム、デキサメタゾン、銅クロロフィリンナトリウムのいずれか１つであること
を特徴とする。
　【０２１５】
　これによれば、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤として、汎用的な材
料を用いることができる。従って、当該組成物において、口腔環境改善あるいは食道炎治
療に使用される薬剤の効能の追加を、より確実かつ容易に実行できる。
　【０２１６】
　本実施形態の組成物は、
　（Ｅ）　第２添加剤として、甘味料、着色料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤、酸化
防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤、苦味料、酵素、香料、酸味料、調味料、ｐＨ調整剤
、栄養強化剤、及び、賦形剤の中から選択される１つ又は２つ以上の化合物
　を更に含む。
　【０２１７】
　これによれば、当該組成物において、アセマンナン特有の効果に加え、第２添加剤特有
の効果をも、奏することができる。従って、本実施形態によれば、当該組成物に含有させ
る第２添加剤の、組成や含有量を調整することで、例えば、粘性等を調整することができ
る。このため、例えば、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤が、当該組成
物に含まれる場合であっても、用途に応じた実用的な機能を向上できる。また、第２添加
剤特有の効果を、アセマンナンの効果や薬剤の効能と、相乗させることができる。
　【０２１８】
　本実施形態の組成物の製造方法は、
　液体状を呈する組成物の製造方法である。
　【０２１９】
　これによれば、アセマンナンが無機化合物にて複合化された、液体状の組成物を得るこ
とができる。当該複合化された液体状の組成物によれば、様々な医薬部外品、医療用医薬
品等への実用的な展開が可能となり、且つ、アセマンナン特有の効果を奏することができ
る。例えば、液体状の組成物を、粘膜又は皮膚を被覆するための被覆材（液体包帯）、口
腔を洗浄するための洗口液等に、用いることができる。
　【０２２０】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とすることを特徴とする。
　【０２２１】
　これによれば、均一化された状態の液体状の組成物を、確実かつ容易に得ることができ
る。
　【０２２２】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させることを特徴とする。
　【０２２３】
　これによっても、均一化された状態の液体状の組成物を、確実かつ容易に得ることがで
きる。
　【０２２４】
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　本発明の組成物の製造方法は、
　ペースト状を呈する組成物の製造方法である。
　【０２２５】
　これによれば、アセマンナンが無機化合物にて複合化された、ペースト状の組成物を得
ることができる。当該複合化されたペースト状の組成物によれば、様々な医薬部外品、医
療用医薬品等への実用的な展開が可能となり、且つ、アセマンナン特有の効果を奏するこ
とができる。例えば、ペースト状の組成物を、歯を清掃するための歯磨剤等に、用いるこ
とができる。
　【０２２６】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンとを含有するように溶液を
調製し、
　調製された溶液を均一化してペースト試料とすることを特徴とする。
　【０２２７】
　これによれば、均一化された状態のペースト状の組成物を、確実かつ容易に得ることが
できる。
　【０２２８】
　本発明の組成物の製造方法において、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とし、
　前記コロイド溶液から液相を除去することによりペースト試料を得ることを特徴とする
。
　【０２２９】
　これによっても、均一化された状態のペースト状の組成物を、確実かつ容易に得ること
ができる。
　【０２３０】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させてペースト試料を得ることを特徴とする。
　【０２３１】
　これによっても、均一化された状態のペースト状の組成物を、確実かつ容易に得ること
ができる。
　【０２３２】
　本発明の組成物の製造方法は、
　固体状を呈する組成物の製造方法である。
　【０２３３】
　これによれば、アセマンナンが無機化合物にて複合化された、固体状の組成物を得るこ
とができる。当該複合化された固体状の組成物によれば、様々な医薬部外品、医療用医薬
品等への実用的な展開が可能となり、且つ、アセマンナン特有の効果を奏することができ
る。例えば、固体状の組成物を、骨の欠損部位を補填するための骨補填剤等に、用いるこ
とができる。
　【０２３４】
　本発明の組成物の製造方法において、
　予め調製した粉末或いは、顆粒状の前記（Ｂ）無機化合物を、前記（Ａ）アセマンナン
を含有する溶液と練和して得た混合泥を型に填入し、
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　填入された混合泥を養生することによりブロック体を得ることを特徴とする
組成物の製造方法。
　【０２３５】
　これによれば、均一化された状態のブロック体の組成物を、確実かつ容易に得ることが
できる。
　【０２３６】
　本発明の組成物の製造方法において、
　前記（Ｂ）無機化合物の前駆体を、前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液と練和して
得た混合泥を型に填入し、
　填入された混合泥において硬化反応を惹起させることによりブロック体を得ることを特
徴とする。
　【０２３７】
　これによっても、均一化された状態のブロック体の組成物を、確実かつ容易に得ること
ができる。
　【０２３８】
　今回開示された上記各実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではない
と考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によ
って示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが
、意図される。
【符号の説明】
　【０２３９】
　Ｒ　　…割合
　Ｒ１　…第１割合
　Ｒ２　…第２割合
　Ｒ３　…第３割合
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【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　（Ａ）　アロエ植物の多糖類化合物であり、前記多糖類化合物の炭素鎖を構成するマン
ノース及びグルコースのグリコシド結合に関与していない水酸基の一部又は、全部を、ア
セチル基と置換された分子構造を有するアセマンナンであって、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換された度合いを示すアセチル化度が、３０％～７８
％の範囲に推移し、
　前記水酸基が前記アセチル基と置換されたのちの分子量が、２１０ｋＤａ～２２０ｋＤ
ａであり、
　下記（１）式および下記（２）式のいずれかにて示される構造式を含むアセマンナンと
、
　　【化１】

　　【化２】

　（Ｂ）　炭酸カルシウム、酸化亜鉛、アルミノシリカ塩、シリカ、リン酸カルシウムの
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中から選択される１つ又は２つ以上の無機化合物と、
　を含む
組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物において、
　任意の割合で前記（Ａ）アセマンナン及び、前記（Ｂ）無機化合物が混合され、前記割
合に応じて、液体、ペースト、固体のいずれかとなる
組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載の組成物において、
　（Ｃ）　前記（Ａ）アセマンナンおよび前記（Ｂ）無機化合物と、共に混合された場合
に、結合剤、又は、乳化剤として機能する第１添加剤
　を更に含む
組成物。
【請求項４】
　請求項３に記載の組成物において、
　前記（Ｃ）第１添加剤は、
　ショ糖脂肪酸エステル、レシチン、塩化セチルピリジニウム、フィチン酸のいずれか１
つであることを特徴とする
組成物。
【請求項５】
　請求項４に記載の組成物において、
　（Ｄ）　口腔抗菌剤、又は、口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤
　を更に含む
組成物。
【請求項６】
　請求項５に記載の組成物において、
　前記（Ｄ）口腔抗菌剤は、
　塩化ベンゼトニウム、デカリニウム塩化物、のいずれか１つであることを特徴とする
組成物。
【請求項７】
　請求項５に記載の組成物において、
　前記（Ｄ）口腔環境改善あるいは食道炎治療に使用される薬剤は、
　トリアムシノロンアセトニド、ロキソプロフェン、イブプロフェン、アズレンスルホン
酸ナトリウム、デキサメタゾン、銅クロロフィリンナトリウムのいずれか１つであること
を特徴とする
組成物。
【請求項８】
　請求項３乃至請求項７の何れか一項に記載の組成物において、
　（Ｅ）　第２添加剤として、甘味料、着色料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤、酸化
防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤、苦味料、酵素、香料、酸味料、調味料、ｐＨ調整剤
、栄養強化剤、及び、賦形剤の中から選択される１つ又は２つ以上の化合物
　を更に含む
組成物。
【請求項９】
　請求項２に記載の組成物の製造方法であって、
　液体状を呈する
組成物の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の組成物の製造方法であって、
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　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とすることを特徴とする
組成物の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の組成物の製造方法であって、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させることを特徴とする、
組成物の製造方法。
【請求項１２】
　請求項２に記載の組成物の製造方法であって、
　ペースト状を呈する
組成物の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の組成物の製造方法であって、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンとを含有するように溶液を
調製し、
　調製された溶液を均一化してペースト試料とすることを特徴とする
組成物の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の組成物の製造方法であって、
　粉末状の前記（Ｂ）無機化合物と、前記（Ａ）アセマンナンと、を含有するように溶液
を調製し、
　調製された溶液を均一化してコロイド溶液とし、
　前記コロイド溶液から液相を除去することによりペースト試料を得ることを特徴とする
組成物の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の組成物の製造方法であって、
　前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液に、前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオン
、或いは、アニオンを含有する溶液を添加し、
　添加後の溶液に、前記カチオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するアニオンを
含有する溶液、或いは、前記アニオンに対となる前記（Ｂ）無機化合物を構成するカチオ
ンを含有する溶液を注入し均一化することにより、均一化後の溶液中で前記（Ｂ）無機化
合物を晶出させてペースト試料を得ることを特徴とする
組成物の製造方法。
【請求項１６】
　請求項２に記載の組成物の製造方法であって、
　固体状を呈する
組成物の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の組成物の製造方法であって、
　予め調製した粉末或いは、顆粒状の前記（Ｂ）無機化合物を、前記（Ａ）アセマンナン
を含有する溶液と練和して得た混合泥を型に填入し、
　填入された混合泥を養生することによりブロック体を得ることを特徴とする
組成物の製造方法。
【請求項１８】
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　請求項１６に記載の組成物の製造方法であって、
　前記（Ｂ）無機化合物の前駆体を、前記（Ａ）アセマンナンを含有する溶液と練和して
得た混合泥を型に填入し、
　填入された混合泥において硬化反応を惹起させることによりブロック体を得ることを特
徴とする
組成物の製造方法。
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【書類名】要約書
【要約】
【課題】　様々な医薬部外品、医療用医薬品等への実用的な展開が可能であり、且つ、ア
セマンナン特有の効果を奏することができる組成物、及び、当該組成物の製造方法を提供
する。
【解決手段】　当該組成物は、（Ａ）　アロエ植物由来の多糖類化合物であり水酸基がア
セチル基と置換された分子構造を有する多糖類化合物であるアセマンナンと、（Ｂ）　生
体を構成する元素を含む無機化合物とを含み、前記（Ａ）アセマンナンおよび前記（Ｂ）
無機化合物の量に対する、前記（Ｂ）無機化合物の量の割合Ｒが規定され、前記割合Ｒが
、第１割合Ｒ１である場合に、液体状を呈し、前記割合Ｒが、第２割合Ｒ２である場合に
、ペースト状を呈し、前記割合Ｒが、第３割合Ｒ３である場合に、固体状を呈する。
【選択図】　なし
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【書類名】図面
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